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令和７年１１月文京区議会定例議会追加提案事項 
 

 

１ 小石川運動場改修工事請負契約 

⑴ 契約の目的  小石川運動場改修工事 

⑵ 契約の方法  制限付き一般競争入札による契約 

⑶ 契約金額   金２億９，７００万円 

⑷ 契約の相手方 長谷川・高橋建設共同企業体 

         構成員（代表者）  東京都世田谷区太子堂一丁目４番２１号 

                   長谷川体育施設株式会社関東支店 

                   執行役員支店長 村上滋文 

         構成員       東京都文京区目白台二丁目１４番１４号 

                   高橋電業株式会社 

                   代表取締役 高橋靖幸 

【参考】 

① 工   期  契約締結の翌日から令和８年６月１８日まで 

② 支出科目等  令和７年度 一般会計 区民費 アカデミー費 

令和８年度 債務負担行為 

 

 

２ 文京シビックセンター２５階旧レストラン改修工事請負契約 

⑴ 契約の目的  文京シビックセンター２５階旧レストラン改修工事 

⑵ 契約の方法  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第８号の規定による

随意契約 

⑶ 契約金額   金１億８，０３７万８，０００円 

⑷ 契約の相手方 東京都文京区千石三丁目２９番２６－１０１号 

         山口建設株式会社 

         代表取締役 山口巖 

【参考】 

① 工   期  契約締結の翌日から令和８年１２月１０日まで 

② 支出科目等  令和７年度 一般会計 総務費 施設管理費 

令和８年度 債務負担行為 
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３ 文京シビックセンター２５階旧レストラン改修機械設備工事請負契約 

⑴ 契約の目的  文京シビックセンター２５階旧レストラン改修機械設備工事 

⑵ 契約の方法  制限付き一般競争入札による契約 

⑶ 契約金額   金２億９，９２０万円 

⑷ 契約の相手方 酒井・松嶋建設共同企業体 

         構成員（代表者）  東京都文京区大塚六丁目１１番１２号 

                   酒井工業株式会社 

                   代表取締役 酒井孝 

         構成員       東京都文京区本郷四丁目３５番１４号 

                   松嶋建設工業株式会社 

                   代表取締役 安田洋之 

【参考】 

① 工   期  契約締結の翌日から令和８年１２月１０日まで 

② 支出科目等  令和７年度 一般会計 総務費 施設管理費 

令和８年度 債務負担行為 

 

 

４ 訴訟上の和解について 

 ⑴ 提案理由 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により、提案する。 

 ⑵ 被  告 賃貸借契約の終了後も旧区立住宅を占有している者 

 ⑶ 事件の概要 

   令和５年６月文京区議会定例議会において議決のあった文京区立根津一丁目住宅（以下「本件建物」とい

う。）の明渡し等の請求に関する民事訴訟について、東京地方裁判所から和解の提案があり、被告との間で

以下のとおり訴訟上の和解をすることとなった。  

⑷ 主な和解内容 

  ア 原告及び被告は、当事者間の本件建物に係る売買契約（以下「売買契約」という。）を本日（本和解成

立日に）締結する。 

  イ 原告及び被告は、当事者間の本件建物に関する平成２７年１２月２５日付賃貸借契約が、本日、本和解

成立をもって終了したことを相互に確認する。 

  ウ 被告は、本和解成立日の前日までの賃料及び共益費を、令和８年３月１６日限り一括して原告が別に指

定する方法で支払う。この場合において、原告と被告は、被告が当該賃料及び共益費として東京法務局に

令和５年３月分から令和７年１２月分まで月２０万６，１００円の割合により供託した金員について、被

告が取戻請求をするものとし、原告はこれを承諾する。この場合において、被告は、原告に対し、支払の

事実を証する書面の写しについて、同日中に原告に対して別に指定するファクシミリ番号宛てに送付する

ものとする。 

  エ 被告は、原告に対し、本和解成立日から売買契約に基づく本件建物の引渡日の前日に至るまで、月２０

万６，１００円の割合による金員の支払義務があることを認め、当該金員を、本件建物の引渡日限り一括

して原告が別に指定する方法で支払う。この場合において、被告は、原告に対し、支払の事実を証する書

面の写しについて、同日中に原告に対して別に指定するファクシミリ番号宛てに送付するものとする。 

  オ 原告において預かり保管中の保証金は、被告が売買契約に基づく本件建物に係る売買代金並びにウ及び

エの金員を支払い、原告が当該支払を確認した後、これを返還する。 

  カ 売買契約に係る売買代金支払義務を被告が履行しなかったこと又は被告が金融機関の融資の承認を得ら

れなかったことにより売買契約が解除された場合における本件建物の明渡し及び保証金に係る取扱いは、

売買契約に定めるもののほか、次に定めるところによる。 

(ア) 被告は、建物明渡し済みに至るまで、本和解成立日から令和８年３月１６日までの間は月２０万６，

１００円、令和８年３月１７日以降は月４１万２，２００円の割合による金員の支払義務があることを
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認め、当該金員を、原告が指定する期日までに一括して原告が別に指定する方法で支払う。ただし、金

融機関の融資の承認を得られなかったことに被告の責めがない場合においては、被告は、本和解成立日

から令和８年６月３０日までの間は月２０万６，１００円、令和８年７月１日以降は月４１万２，２０

０円の割合による金員の支払義務があることを認め、当該金員を、原告が指定する期日までに一括して

原告が別に指定する方法で支払う。 

(イ) 原告において預かり中の保証金は、原告がウの賃料及び共益費並びに(ア)の金員の支払を確認した後、

これを返還する。この場合において、本件建物の原状回復費用その他被告が負担すべき費用があるとき

は、保証金のうちからこれを控除することとし、保証金からこれら被告が負担すべき費用を控除した額

の金員を返還する。保証金の額が、被告が負担すべき費用に満たないときは、被告は、原告が別に指定

する方法で、原告が指定する期日までに当該不足分を支払う。 

  キ 本件建物が被告に引き渡される前に売買契約が解除された場合（カに定める場合を除く。）における本

件建物の明渡し及び保証金に係る取扱いは、同契約に定めるもののほか、カ(ア)本文及び(イ)の規定を準用す

る。この場合において、「令和８年３月１６日」とあるのは「原告が別に指定する明渡し期限の日」と、

「令和８年３月１７日」とあるのは「原告が別に指定する明渡し期限の日の翌日」とする。 

  ク 本件建物が被告に引き渡された後に売買契約が解除された場合又は同契約に基づき原告が買戻権を行使

した場合における本件建物の明渡しに係る取扱いは、売買契約に定めるもののほか、カ(ア)本文の規定を準

用する。この場合において、「本和解成立日から」とあるのは「売買契約が解除された日の翌日又は同契

約に基づき原告が買戻権を行使し買戻代金の提供をした日の翌日から」と、「令和８年３月１６日」とあ

るのは「原告が別に指定する明渡し期限の日」と、「令和８年３月１７日」とあるのは「原告が別に指定

する明渡し期限の日の翌日」とする。 

  ケ 売買契約に基づき原告が被告から本件建物を買い戻す場合における本件建物の明渡しに係る取扱いは、

売買契約に定めるもののほか、クに定めるところによる。 

  コ 原告は、その余の請求を放棄する。 

  サ 原告及び被告は、本件に関し、和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務のないことを相互に確認

する。 

  シ 訴訟費用は、各自の負担とする。 

  ス 本件建物に係る売買代金支払義務を被告が履行しなかったこと又は被告の責めに帰すべき事由により金

融機関の融資の承認を得られなかったことを理由として売買契約が解除になった場合には、被告は、原告

が指定する期日までに、鑑定に要した費用相当額を原告に支払う。  

  


